
    

 

チャイエックス・ジャパンの商号変更に伴う 

「業務方法書の取扱い」の一部改正について 

 

 

Ⅰ．改正趣旨 

 チャイエックス・ジャパン株式会社が商号変更を行うことに伴い、「業務方法書の取

扱い」について、別紙のとおり所要の改正を行う。 

 

 

Ⅱ．改正概要 

 

・ 「チャイエックス・ジャパン株式会社」の表記を

「Cboeジャパン株式会社」に改める。 

（備  考） 

 

・ 証券取引等清算業務に関する

業務方法書の取扱い第２条、

第３条 

 

 

 

Ⅲ．施行日 

 ２０２２年２月１日から施行する。 

 

以 上 
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業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（指定市場開設者） （指定市場開設者） 

第２条 業務方法書第３条第２項第１号に基づ

き当社が指定する指定市場開設者は、次の各号

に掲げるものとする。 

（１）～（６） （略） 

（７） Ｃｂｏｅジャパン株式会社 

 

第２条 業務方法書第３条第２項第１号に基づ

き当社が指定する指定市場開設者は、次の各号

に掲げるものとする。 

（１）～（６） （略） 

（７） チャイエックス・ジャパン株式会社 

（清算対象取引） （清算対象取引） 

第３条 業務方法書第３条第２項第１号に定め

る取引に係る清算対象取引は、次の各号に掲げ

る指定市場開設者が開設する金融商品市場に

おける当該各号に定める有価証券の売買とす

る。この場合における用語の意義は、当該各号

に掲げる指定市場開設者が定めるところによ

るものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） Ｃｂｏｅジャパン株式会社 

 

次のａからｈまでに掲げる有価証券の区

分に応じ、当該ａからｈまでに定める取引

（過誤訂正等のための売買を含む。）  

ａ～ｈ （略） 

第３条 業務方法書第３条第２項第１号に定め

る取引に係る清算対象取引は、次の各号に掲げ

る指定市場開設者が開設する金融商品市場に

おける当該各号に定める有価証券の売買とす

る。この場合における用語の意義は、当該各号

に掲げる指定市場開設者が定めるところによ

るものとする。 

（１）～（５） （略） 

（６） チャイエックス・ジャパン証券株式会

社  

次のａからｈまでに掲げる有価証券の区

分に応じ、当該ａからｈまでに定める取引

（過誤訂正等のための売買を含む。） 

ａ～ｈ （略） 

２～１３ （略） ２～１３ （略） 

 

 

付 則 

 この改正規定は、令和４年２月１日から施行す

る。 

 

 

 

 


